
【令和５年４月～令和６年３月】 

ケーブルテレビの手続きについて 
 

佐伯市のケーブルテレビは、市が運営する行政エリアと(株)ケーブルテレビ佐伯が運営する 

ＣＴＳエリアの２つに分かれており、お住まいの地域によって手続きが異なります。 
 
●行政エリア … お手続きは、本庁（４階 情報推進課）もしくは各振興局にてお願いいたします。 

本庁エリア：  木立全区、青山全区、上灘区、東灘区、大越区、樫野区、小島区、 

津志河内区、西野区、石打区、府坂区、竹角区 

振興局エリア： 上浦、本匠、宇目、直川、米水津、蒲江（弥生、鶴見はＲ５年度から CＴＳエリアです。） 

 

 転 入  新しくテレビを視聴するためにケーブルテレビに加入する場合、 

加入申込書を提出して下さい。工事のためには加入負担金（26,180 円）が必要です。 

      （※アンテナではテレビ受信が難しいエリアが多いため、事前にご相談ください。） 
 

 転 出  ケーブルテレビの視聴をやめる場合、脱退届が必要です。 

（※手続きをしないと、月額 730 円又は 1,430 円の使用料が毎月必要となります。） 

引き続き視聴する人がいる場合は、名義変更が必要です。 

 ※光化が終わった地域は、休止をすることができます。(上記の本庁エリア・上浦・本匠・直川・米水津に限る。) 
 

 転 居  現在の家の脱退および転居先の加入の手続きがそれぞれ必要です。 
 

 その他  行政エリアでも(株)ケーブルテレビ佐伯のサービス（インターネット、多チャンネル、ケ

ーブルライン等）を受けることができます。この場合、別に手続きが必要です。 
 

（お問い合わせ先） 

佐伯市役所 総務部 情報推進課 ケーブルテレビ係 4 階 70 番窓口（0972）22-3645 

上浦振興局  地域振興課（0972）32-3111  本匠振興局  地域振興課（0972）56-5111 

宇目振興局  地域振興課（0972）52-1111  直川振興局  地域振興課（0972）58-2111 

米水津振興局 地域振興課（0972）35-6111  蒲江振興局  地域振興課（0972）42-1111 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

●CTS エリア … お手続きは、株ケーブルテレビ佐伯(0120)-20-9811 で 

お願いいたします。※会社の場合は裏面地図をご覧ください。 

西谷区、大手区、花園区、中央区、船頭町区、城南区、池船区、内町区、本町区、城東区、馬場区、 

山手区、万年区、朝日区、汐見区、中川区、太平区、塩屋区、女島区、女島団地区、新女島区、東区、 

長島区、来島区、中の島区、鶴谷区、興人区、野岡区、中江区、西中区、南中区、東中区、中区、 

北中区、常盤区、臼坪区、蟹田区、平野区、駅前区、田の浦区、葛区、港区、日の出区、岸河内区、 

上城区、下城区、中山区、川原区、上久部区、匠南区、下久部区、蛇崎区、上岡区、八戸迫田区、 

古市区、城西区、門前区、高畠区、稲垣区、長瀬区、脇区、星宮区、藤原区、藤望区、大東区、 

宮の下区、坂山区、高畑区、寺田区、百谷区、平区、王子丸区、坂の浦区、白方区、若宮区、枡杉区、 

柏江区、江頭区、汐月区、宇山区、泥谷区、大正区、波越区、八幡全区、西上浦全区、大入島全区、 

弥生地域、鶴見地域 

 

 




